
10 月１日火 京橋親水公園にて、水辺空間の利用促進とまちなかの回遊性向上を目指す「市堀川かわまちづくり」の推進に向けた取10 月１日火 京橋親水公園にて、水辺空間の利用促進とまちなかの回遊性向上を目指す「市堀川かわまちづくり」の推進に向けた取
組と連携して、株式会社紀州まちづくり舎による市堀川夜市が開かれました。令和７年３月 31 日月まで毎日（17 時～ 22 時まで）組と連携して、株式会社紀州まちづくり舎による市堀川夜市が開かれました。令和７年３月 31 日月まで毎日（17 時～ 22 時まで）
開催予定ですので、ぜひ “ 屋台がある水辺の風景 ” の中で夜市を楽しんでください。開催予定ですので、ぜひ “ 屋台がある水辺の風景 ” の中で夜市を楽しんでください。
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きらり輝く 元気和歌山市

11月３日は和歌山市民憲章の制定日

　和歌山市民憲章は、市民が愛唱し、実行できる身近な誓い・
合言葉として昭和 41 年 11 月３日に制定されました。
　市民憲章は、一人ひとりの心がまえを定めたものです。
私たちのまちを魅力あるまちとするためにも、憲章を生活
の様々な場面で想起し、職場や学校で唱和しましょう。


